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法令の名称・関連条項とその内容

想定される代替案

　

①歴史的風致形成建造物の所有者に適切に管理させる義務のみ課すこととし、増改築等に係る届出義務は課さないこととする場合

②歴史的風致維持向上計画の区域内の農業用用排水施設の増改築の開発行為をすべて禁止する場合

③用途地域の変更等の現行制度の枠組みの中で対応を行う場合

④届出制度を創設する場合

規制の事前評価書（要旨）

政策の名称

評価実施時期

規制の目的、内容及び必要性等 ①歴史的風致形成建造物の増改築等にかかる届出制度の創設
   重要文化財等と一体となって歴史的風致を形成する建造物を市町村が歴史的風致形成建造物として指定し、その増築等について届出に係らしめることによ
り、その保全を図る。

②農用地区域内における開発行為の許可の特例の創設
   歴史上価値が高く、周辺の市街地と一体となって歴史的風致を形成する農業用用排水施設の存する農用地区域内において、当該農業用用排水施設が形成
している歴史的風致の維持及び向上に支障を及ぼす開発行為を防止する.

③歴史的風致維持向上地区計画制度の創設
   歴史的風致維持向上地区計画の区域内において、用途地域による用途の制限等にかかわらず、歴史的風致にふさわしい用途の建築物等の活用・整備を認
めるとともに、歴史的風致維持向上地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築等について届出に係らしめることによ
り、当該区域における歴史的風致の維持及び向上と土地の合理的かつ健全な利用を図る。

④歴史的風致維持向上支援法人の指定制度の創設
   歴史的風致の維持及び向上に係る業務を行う公益法人等を歴史的風致維持向上支援法人として指定することにより、地域における歴史的風致の維持及び
向上に関する主体的な取り組みを促進する。

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案　①第１５条、第１６条、第１８条　②第２３条　③第３１条～第３３
条、附則第５条（建築基準法第６８条の３、第６８条の５の５、第６８条の５の６、第６８条の６、第８８条）、附則第８条（都市計
画法第３３条）　④第３４条

　



　
（遵守費用）

（行政費用）

（その他の社会的費用）①ー
②ー
③用途地域による用途制限等の緩和により本来立地が認められない用途の建築物等が建築され
ることになるが、用途制限等の緩和は歴史的風致が形成されていることにより良好な市街地が維
持されてきた地域において、歴史的風致に調和する用途の建築物等に限って認められるものであ
り、市街地の環境を損なうおそれは非常に小さい。
④特段の社会的害悪は生じない。

①ー
②ー
③歴史的風致に調和する用途の建築物等以外にも、本来立
地が認められない用途の建築物等が建築されることにより
市街地環境の悪化を招く可能性が高い。
④歴史的風致の維持及び向上にノウハウを有さない者まで
もがその業務に取り組むことになり、かえって歴史的風致を
損なってしまうおそれがある。

規制の費用 費用の要素 代替案の場合
①歴史的風致形成建造物の増改築や除却等を行おうとする者及び歴史的風致維形成建造物の
所有者が変更したときは事前に市町村に届出を行わなければならない（ただし届出書作成及び提
出に要する費用は僅少）。歴史的風致形成建造物の所有者は、当該建造物を適切に管理するた
めの管理費用を負担。
②農業用用排水施設をコンクリート張りにするなどの改修ができなくなり、歴史的風致を形成して
いる農業用用排水施設の維持管理に要する費用が増加する（水車の維持管理費用、石積み水路
の清掃費用等）。
③歴史的風致維持向上計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築又
は増築を行おうとする者は事前に市町村に届出を行わなければならない（ただし届出書作成及び
提出に要する費用は僅少）。
④ー

①歴史的風致形成建造物の所有者は、当該建造物を適切
に管理するための管理費用を負担。（当該費用は本案でも
同様）
②農業振興の観点から改修が必要な農業用用排施設つい
ても、その開発がまったくできなくなり、農業の生産性が低下
するほか、多大な維持管理費用の増加といった重大な費用
が生じる
③ー
④ー

①市町村に届出受領の負担（特段の体制強化等を行う必要なく対応可能なものであり、その費用
は僅少）。
②歴史的風致の維持に要する費用（農業用用排水施設の現地調査費用、水路のゴミ処分費用の
増加等）が生じる。
③市町村に届出受領の負担（特段の体制強化等を行う必要なく対応可能なものであり、その費用
は僅少）。
④ー

ー



　

備考

④歴史的風致の維持及び向上にノウハウを有する者がその
業務を担う場合に限り、歴史的風致の維持及び向上を図る
ことが可能となる。

政策評価の結果
（費用と便益の関係の分析等）

①一定の費用の発生が想定されるものの、一旦損なわれると再生することが困難な歴史的風致形成建造物の保全が図られることとなり、便益が費用を明らか
に上回る。便益が大きい点で本案の方が代替案より優れている。
②一定の費用が生じることが想定されるものの、歴史的風致を形成している農業用用排水施設の適切な維持管理が図られ、歴史的風致の維持が図られること
から、便益が費用を上回る。費用が少ない点で本案の方が代替案より優れている。
③規制の緩和による費用がほとんど生じないのに対し、歴史的風致の維持及び向上という便益は大きいことから、便益が費用を明らかに上回る。費用が少な
い点、便益が大きい点で本案の方が代替案より優れている。
④費用がほとんど生じないのに対し、歴史的風致の維持及び向上という大きな便益が得られることから、規制によって得られる便益が費用を上回る。費用が少
ない点、便益が大きい点で本案の方が代替案より優れている。

有識者の見解その他関連事項
社会資本整備審議会都市計画・歴史風土分科会歴史風土部会で議決された「歴史的風土の保存・継承小委員会報告(案)」（平成２０年１月）。

規制の便益 便益の要素

②歴史的風致を形成している農業用用排水施設の適切な維持管理が図られる。一旦コンクリート
張りにされた農業用用排水施設を元に戻すのは困難であり、その便益は大きい。

②歴史上価値が高く周辺の市街地と一体となって歴史的風
致を形成している農業用用排水施設を改修することができな
くなることにより、歴史的風致の維持及び向上が図られる。

レビューを行う時期又は条件
法施行後5年を経過した場合に、施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされている。（附則第3条）
平成25年度に事後検証を実施。

③用途地域による用途の制限等にかかわらず歴史的風致に調和した建築物等の活用・整備を認
めることにより、当該地域における歴史的風致の維持及び向上が図られ、良好な市街地の形成に
つながる。一旦歴史的風致が失われると、再生が困難であるとともに相当長期の期間を要し、そ
の便益は大きい。

③歴史的風致に調和する用途の建築物等が立地した地区
に限っては、当該地域における歴史的風致の維持及び向上
が図られ、良好な市街地の形成につながる可能性がある。

④歴史的風致の維持及び向上に関する業務を適切に行うことができるものを歴史的風致維持向
上支援法人として指定し、第２２条及び第２７条の特例を含めた歴史的風致の維持及び向上に関
する業務を担わせることにより、歴史的風致の維持及び向上が図られる。

代替案の場合

①届出を通じて、歴史的風致形成建造物の保全に支障があるような増改築や除却等について市
町村が勧告を行うことでその是正が図られ、歴史的風致形成建造物が保全される。一旦損なわれ
た歴史的風致形成建造物を元に戻すことは困難であり、その便益は大きい。

①歴史的風致の維持が図られることがある程度期待される
ものの、所有者は、歴史的風致形成建造物の増改築や除却
等が、当該地域の歴史的風致の維持及び向上に支障を及
ぼすか否かを的確に判断することは極めて困難であり、歴史
的風致形成建造物が適切に保全されないおそれがある。


